


取締箇所（西条管理所）　　１月２３日（火）１４：００～１６：００ 実施

１　位置図

至 三原市

至 広島市

２　詳細図

至 広島市 至 三原市

重量計

西条管理所（東広島市西条町下三永）

一般国道２号（下り側）

東広島・呉自動車道

一般国道２号

倉庫

別紙 １

取材時の駐車場所

（注）管理所前の道路は分離道路

のため、広島市側から右折進

入できません。

三原市側から左折進入して

ください。

管理所

E75

至
広
島
市

至
三
原
市

※右折進入できません

至高屋JCT・IC

至阿賀IC

至 三原市至 広島市

上三永ＩＣ

出典：国土地理院「電子国土」を基に
広島国道事務所作成



指導取締の実施状況

運転手に通行許可書の提示要請、
目的地等の聴取

広島県警との協力で該当車両を引込

道路構造に影響を与えるような重大な違反に対しては、
積載物の軽減、走行中止等の措置命令を行う場合もあります

違反者には、
警告書を発出車両の重量計測車両の寸法計測

令和元年度には、重量超過の車両2台に対し、積載物軽減の措置命令を行いました。

措置命令書
を発出

減載後

現地にて積荷の積み替え

許可総重量34.99ｔに対し、
実際には13.64t超過の総
重量 48.64ｔで通行してい
た車両に対し、積載物の軽
減を命じ、現地で積み替え
するまで走行を中止させま
した。

【 令和元年9月5日
大竹車両計量所 】

減載前

別紙 2

通行許可書（通行経路、通行条件等）の確認
※右はタブレット（電子データ）による許可書の確認
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○
道
路
法
１
０
４
条
（
無
許
可
）
に
よ
り
、
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
等

（
参
考
）
悪
質
な
重
量
制
限
違
反
者
へ
の
告
発
（
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
）
に
つ
い
て

０
．
３
%
の
重
量
を
違
法
に
超
過
し
た
大
型
車
両

※
が
道
路
橋
の
劣
化
に
与
え
る
影

響
は
全
交
通
の
約
９
割
を
占
め
、
一
部
の
違
反
車
両
が
道
路
を
劣
化
さ
せ
る
主
要

因
と
な
っ
て
い
る
。

軸
重
２
０
ト
ン
車
が
道
路
橋
に
与
え
る
影
響
は
、
軸
重
１
０
ト
ン
車
の
約
４
，
０
０
０
台
に
相
当

背
景

※
車
両
総
重
量
2
0
tを
超
え
る
違
反
車
両

自
動
計
測
装
置

（全
国
3
9
箇
所

に
設
置
）の

デ
ー
タ
か
ら
試

算

【
図
道
路
橋
の
劣
化
に
与
え
る
影
響
】

基
準
の
２
倍
以
上
の
重
量
超
過
の
悪
質
違
反
者
に
厳
罰
化
 
現
地
取
締
り
で
違
反
を
確
認
し
た
場
合
は
告
発

(ﾚ
ｯﾄ
ﾞｶ
ｰﾄ
ﾞ）

告
発
に
よ
る
罰
則

◆
車
両
総
重
量
が
「
基
準
×
２
」
以
上
の
車
両

な
お
、
特
車
通
行
許
可
車
両
は
、
「
基
準
×
２
＋
（
許
可
総
重
量
－
基
準
）
」

○
車
両
総
重
量
の
一
般
的
制
限
値
（
国
管
理
道
路
は
最
大
２
７
ｔ
）
を
基
準
と
し
、
下
記
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

当
該
総
重
量
違
反
の
事
実
を
も
っ
て
告
発
（
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
）
の
対
象
と
し
ま
す
。
（
基
準
に
つ
い
て
は
、
車
両
制

限
令
第
３
条
並
び
に
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
き
等
を
定
め
る
省
令
第
１
条
及
び
第
１
条
の
２
に
掲
げ
る
表
中
の
う
ち
該
当
す

る
総
重
量
に
よ
る
）

2
7
t

基
準
＝
一
般
的
制
限
値
２
７
ｔ（
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
（
バ
ン
型
）
の
例
）

2
7t

基
準
×
２
＝
５
４
ｔ

レ
ッ
ド
カ
ー
ド
条
件
：
「
総
重
量
5
4
t以
上
」

○
無
許
可
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
（
バ
ン
型
）
で
の
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
例

※
な
お
、
車
両
総
重
量
が
基
準
の
２
倍
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
車
両
総
重
量
違
反
が
現
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
積
載
物
の
軽
減
措
置
、

通
行
の
中
止
等
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
是
正
指
導
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
常
習
的
に
違
反
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
行
通
達
に
基
づ
い
て
告
発
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
車
両
制
限
令
第
３
条
第
２
項
に
定
め
る
｢特
例
５
車
種
｣以
外
の
車
両
に
係
る
一
般
的
制
限
値
（
基
準
）
は
、
最
大
２
５
ｔ （
国
管
理
道
路
の
場
合
）

告
発
対
象
者
の
条
件
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